
令和６年度法律改正について

令和５年度指定障害福祉サービス事業所等に係る集団指導

（Ｒ６．３．６）

鳥取県西部総合事務所県民福祉局共生社会推進課
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◎概要

⑴ 共同生活援助の支援内容として、一人暮らし等を希望する者に対する支援
や、退居後の相談等が含まれることを、法令上明確化する。
⑵ 企業等での働き始めに勤務時間を段階的に増やしていく場合や、休職から
復職を目指す場合に、その障がい者が一般就労中であっても、就労系障害福祉
サービスを一時的に利⽤できることを法令上位置付ける。
⑶ 障がい種別にかかわらず障がい児を支援できるよう児童発達支援の類型（
福祉型、医療型）の一元化を⾏う。
⑷ 放課後等デイサービスについて、専修学校・各種学校へ通学している障が
い児であっても、障がいの状態・発達段階や家庭環境等の状況から、学校終了
後や休⽇に⾃⽴的に過ごすことが難しく、
放課後等デイサービスによる発達支援を必要するものとして、市町村⻑が認め
る場合は、給付決定を⾏うことを可能とする。
⑸ 福祉、就労等の各種支援を円滑に利⽤できるようにするため、都道府県等
が患者のデータ登録時に指定難病に羅患していること等を確認し、「登録者証
」を発⾏する事業を創設。
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